
厚生労働大臣が定める掲示事項等について、下記のとおりお知らせします。 

 

医療 DX推進体制整備加算に係る掲示 

  

・当院は医療 DX推進体制整備加算を算定しております。 

 

・オンライン資格確認を行う体制を有し、患者様の同意のもと取得した

診療情報等を活用して診療を実施しております。 

 

・マイナ保険証の利用を促進し、医療 DXを通じて質の高い医療の提供に

努めております。 

 

・電子処方箋については、発行に必要な体制を整備しております。 

 

・電子カルテ情報共有サービスについては、今後の導入に向けて体制整

備を進めております。 

 

令和 8年 1月 

渡辺病院管理者  院 長  渡 辺  憲 

 


